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は
じ
め
に

本
稿
は
、
南
北
朝
期
に
東
寺
の
学
僧
杲
宝
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
東
寺
初
の

総
合
的
寺
誌
『
東
宝
記
』
の
、
諸
本
の
生
成
契
機
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
中

世
寺
院
の
寺
誌
が
果
た
し
た
役
割
の
歴
史
的
変
遷
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
寺
誌
に
含
ま
れ
る
歴
史
叙
述
を
書
写
・
校
合
し
継
承
し
て
い
く

行
為
が
、
中
世
寺
院
社
会
の
な
か
で
い
か
な
る
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
中
世
寺
院
の
歴
史
叙
述
を
め
ぐ
る
研
究
に
つ
い
て
、
稲
葉
伸
道

氏
が
『
東
大
寺
続
要
録
』
を
題
材
と
し
て
、
社
会
状
況
と
叙
述
の
関
係
を
探
る

視
角
を
も
っ
て
歴
史
叙
述
生
成
の
契
機
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
（
１
）。
本
稿
に

お
い
て
も
こ
の
視
角
を
も
っ
て
、『
東
宝
記
』
諸
本
の
生
成
契
機
に
つ
い
て
考

え
た
い
。

は
じ
め
に
、『
東
宝
記
』
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

一
九
八
〇
年
代
に
山
本
信
𠮷
氏
と
田
中
省
三
氏
に
よ
る
書
誌
学
的
紹
介
が
な
さ

れ
た
ほ
か
は
（
２
）、
網
野
善
彦
氏
等
に
よ
る
荘
園
史
研
究
、
上
島
有
氏
に
よ
る
東
寺

文
書
伝
来
過
程
の
研
究
、
橋
本
初
子
氏
に
よ
る
東
寺
寺
内
組
織
の
解
明
等
の
な

か
で
引
か
れ
て
い
る
の
み
で
、
編
纂
過
程
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
は
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
（
３
）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
近
年
、
新
見
康
子
氏
に
よ
る
東
寺
宝
物

の
伝
来
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
の
な
か
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
（
４
）。
こ
れ
ま
で
『
東

宝
記
』
は
、
い
わ
ば
東
寺
に
関
す
る
百
科
事
典
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が

大
半
で
あ
っ
た
が
、『
東
宝
記
』
を
中
世
東
寺
の
歴
史
叙
述
と
し
て
捉
え
、
史

料
の
背
後
に
あ
る
記
主
の
立
場
や
思
想
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
の
視
角

は
史
料
の
成
立
時
の
み
な
ら
ず
、
写
本
の
作
成
時
に
も
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
、

さ
ら
に
そ
の
社
会
的
要
因
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
検
討
に

よ
り
、
中
世
寺
院
に
お
け
る
歴
史
叙
述
の
継
承
の
あ
り
か
た
が
あ
き
ら
か
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
は
、
史
料
（
テ
ク
ス
ト
）
伝
来
（
・
相
承
）
の
あ
り

方
、
す
な
わ
ち
保
存
・
授
受
、
書
写
（
全
写
・
抄
出
）・
引
用
…
と
い
っ
た
書

承
活
動
（「
書
く
行
為
」
を
通
じ
た
、
情
報
や
知
識
の
伝
達
と
継
承
）
の
な
か
で
、

中
世
東
寺
に
お
け
る
寺
誌
の
利
用
と
継
承

│
│ 『
東
宝
記
』
を
中
心
に 

│
│
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寺
院
で
生
み
出
さ
れ
た
歴
史
叙
述
の
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
書
き
継
が
れ
て

い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

寺
誌
は
、
こ
れ
ま
で
寺
院
資
料
調
査
の
中
で
、
縁
起
・
寺
誌
類
と
さ
れ
た
り
、

ま
た
寺
誌
類
と
い
う
分
類
の
中
で
縁
起
が
含
ま
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
。

近
年
稲
葉
氏
ら
に
よ
り
寺
院
の
記
録
類
に
着
目
す
る
う
ご
き
が
あ
る
が
、
寺
院

史
料
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
文
書
や
聖
教
を
含
み
こ
ん
だ
叙
述
の
あ
る
寺
誌
は
、

寺
院
史
料
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
興
味
深
い
。
近
年
は
寺
院
史
料
を
く
く
る
範

疇
と
し
て
「
寺
家
様
」
と
い
う
言
葉
が
提
唱
さ
れ
、
聖
教
史
料
を
活
用
し
た
研

究
も
多
く
見
ら
れ
る
（
５
）。
こ
う
し
た
寺
院
史
料
の
体
系
化
が
い
ま
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。
東
寺
文
書
に
即
し
て
い
え
ば
、
寺
内
組
織
と
文
書
管
理
の
あ
り
方
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
黒
川
氏
の
研
究
が
先
蹤
で
あ
ろ
う
（
６
）。

本
稿
で
は
、
以
上
の
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
史
料
（
資
料
）
の
保
存
・
利
用
・

継
承
、
再
生
産
の
問
題
に
つ
い
て
、
寺
内
に
お
け
る
寺
誌
の
担
っ
た
機
能
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
室
町
期
に
お
け
る
『
東
宝
記
』
に
ま
つ
わ
る

書
承
活
動
と
東
寺
寺
僧
に
よ
る
寺
誌
の
利
用
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ

と
と
す
る
。

第
一
章　

室
町
期
に
お
け
る
『
東
宝
記
』
の
写
本
作
成

ま
ず
は
最
初
に
成
立
し
た
国
宝
本
『
東
宝
記
』
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

国
宝
本
『
東
宝
記
』
は
、「
仏
宝
上
・
中
・
下
」「
法
宝
上
・
中
・
下
」「
僧
宝
上
・

下
」
の
三
篇
八
巻
か
ら
な
り
、
杲
宝
編
纂
時
に
は
三
篇
六
巻
に
分
装
、
仏
宝
と

法
宝
の
二
篇
が
杲
宝
編
纂
後
に
大
幅
増
補
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、
草
稿

本
・
中
清
書
本
・
清
書
本
か
ら
な
る
。
編
纂
背
景
に
つ
い
て
真
木
隆
行
氏
は
、

鎌
倉
末
期
に
東
寺
が
寺
威
を
高
揚
し
〝
最
頂
の
論
理
〞
の
展
開
を
指
向
し
た
、

多
分
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
動
機
で
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
（
７
）。
編
纂
過
程
に
つ
い
て
山
本
氏
・
田
中
氏
の
見
解
を
修
正
し
た
新
見
氏
は
、

（
一
）
観
応
三
年
頃
（
一
三
五
二
）　
『
東
宝
記
』
草
稿
本
（
六
巻
本
）（
二
）
至

徳
二
年
（
一
三
八
五
）『
東
宝
記
』
中
清
書
本
（
八
巻
本
）　
（
三
）
明
徳
五
年
（
一

三
九
四
）『
東
宝
記
』
清
書
本
（
八
巻
本
）
の
推
定
年
次
を
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
一
旦
成
立
し
た
国
宝
本
『
東
宝
記
』
は
、
そ
の
の
ち
多
く
の
写
本
が

生
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
ら
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
り
書
写
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

『
東
宝
記
』
の
伝
本
に
つ
い
て
は
、
新
見
氏
が
東
寺
所
蔵
本
・
東
寺
執
行
本
・

続
々
群
書
類
従
本
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
目
的
が

国
宝
本
の
編
纂
過
程
の
解
明
で
あ
っ
た
た
め
、
諸
本
全
体
に
わ
た
る
検
討
は
な

さ
れ
て
い
な
い
（
８
）。
従
来
専
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
続
々
群
書
類
従
本
は
諸
本
の
寄

せ
集
め
で
あ
る
こ
と
も
問
題
で
あ
ろ
う
（
９
）。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
ま
ず
写
本
を
整

理
し
て
い
く
こ
と
で
、『
東
宝
記
』
が
誰
に
よ
り
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て

書
写
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。以
下
、現
在
管
見
で
確
認
し
え
た
『
東

宝
記
』
諸
本
を
見
通
し
た
の
ち
、
中
世
に
生
成
さ
れ
た
写
本
を
中
心
に
検
討
す

る
。
写
本
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
書
写
奥
書
の
年
代
順
に
並
べ
て
い
る
。
表
一

に
『
東
宝
記
』
伝
本
一
覧
を
掲
載
し
た
の
で
、
や
や
煩
瑣
に
は
な
る
が
あ
わ
せ

て
参
照
さ
れ
た
い
）
10
（

。
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一　
『
東
宝
記
』
の
全
写
本

現
存
す
る
『
東
宝
記
』
写
本
を
一
覧
す
る
と
、
中
世
に
流
布
し
た
写
本
は
大

別
し
て
三
類
型
あ
っ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
書
写
奥
書
よ
り
表
一
の
（
a
）
〜

（
c
）
に
区
分
し
た
の
で
以
下
み
て
い
き
た
い
。

表
一
の
（
a
）
群
は
、
永
享
十
〜
十
一
年
（
一
四
二
八
〜
三
九
）
に
か
け
て

東
寺
執
行
厳
暁
（
の
ち
に
改
名
し
栄
増
）
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
と
の
奥
書
を

も
つ
写
本
群
で
あ
る
。
国
宝
本
を
書
写
し
て
お
り
、
最
初
の
写
本
は
京
都
国
立

博
物
館
所
蔵
本
の
一
部
で
あ
り
、
こ
れ
は
代
々
執
行
職
を
つ
と
め
た
阿
刀
家
に

伝
来
し
た
）
11
（

。
執
行
と
は
、
別
名
「
修
理
別
当
」
と
も
呼
ば
れ
、
東
寺
の
造
営
関

係
の
仕
事
に
従
事
す
る
職
で
あ
る
。
こ
の
職
は
鎌
倉
末
期
頃
よ
り
代
々
阿
刀
家

で
相
伝
さ
れ
て
い
っ
た
。
執
行
厳
暁
は
、
執
行
方
に
集
積
さ
れ
た
史
料
の
編
纂

を
行
っ
た
人
物
と
し
て
著
名
で
あ
る
）
12
（

。
そ
う
し
た
彼
の
書
写
・
編
纂
事
業
の
一

環
と
し
て
、『
東
宝
記
』
の
書
写
も
行
わ
れ
、
以
降
執
行
と
し
て
職
務
を
遂
行

す
る
た
め
に
『
東
宝
記
』
の
控
え
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
黒
川

直
則
氏
は
、
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
、
東
寺
執
行
家
が
修
造
事
業

の
み
な
ら
ず
寺
院
運
営
全
般
に
わ
た
っ
て
関
わ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
）
13
（

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
執
行
に
よ
り
『
東
宝
記
』
が
書
写
さ
れ

た
こ
と
は
、
こ
の
執
行
職
の
職
掌
の
変
化
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
示
唆
的

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
以
下
の
行
論
で
は
こ
の
本
を
「
執
行
家
本
」
と
呼
ぶ
。

（
b
）
群
は
書
写
奥
書
か
ら
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
に
、
当
時
東
寺
で

有
力
な
寺
院
運
営
決
定
機
関
で
あ
る
廿
一
口
方
の
年
預
で
あ
っ
た
、
宝
輪
院
覚

寿
の
書
写
・
校
合
奥
書
を
も
つ
写
本
群
で
あ
る
）
14
（

。
最
初
の
写
本
は
、
覚
寿
自
筆

の
書
写
奥
書
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
『
東
宝
記
』（
四
軸
一
冊
）

で
あ
る
こ
と
が
し
ら
れ
る
）
15
（

。
巻
子
題
箋
下
に
「
宝
輪
院
」
と
の
墨
書
が
み
え
る

こ
と
か
ら
、
覚
寿
が
書
写
・
校
合
し
た
の
ち
、
彼
の
住
寺
で
あ
る
宝
輪
院
に
伝

来
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
16
（

。

（
c
）
群
は
長
禄
四
年
（
一
四
六
〇
）
に
醍
醐
寺
報
恩
院
隆
済
が
書
写
・
校

合
さ
せ
た
と
の
奥
書
を
も
つ
写
本
群
で
あ
る
。「
醍
醐
寺
文
書
」
内
に
最
初
の

写
本
が
伝
わ
る
）
17
（

。
隆
済
は
こ
の
と
き
東
寺
二
長
者
を
務
め
て
い
た
。
巻
七
の
書

写
奥
書
に
「
非
観
智
院
本
他
借
云
々
、
但
自
宗
杲
僧
都
観
智
院
方
伝
借
之
、
以

右
本
課
他
筆
書
写
一
校
了
、」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
観
智
院
伝
来
の
『
東
宝

記
』
で
「
書
写
一
校
」
さ
せ
た
こ
と
が
し
ら
れ
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
観
智
院

伝
来
本
が
最
善
本
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

二　
『
東
宝
記
』
の
抄
出
本

一
方
、『
東
宝
記
』
抄
出
本
に
つ
い
て
は
、
表
一
の
（
ｉ
）
群
に
あ
た
り
、

中
世
に
抄
出
さ
れ
た
こ
と
の
明
ら
か
な
も
の
に
、
高
野
山
大
学
図
書
館
増
福
院

文
庫
本
と
阪
本
龍
門
文
庫
本
の
二
本
が
あ
る
。

ま
ず
、
高
野
山
大
学
図
書
館
増
福
院
文
庫
本
は
、
応
永
九
年
（
一
四
〇
二
）

足
利
義
満
の
「
当
寺
（
東
寺
）
巡
礼
」
に
際
し
て
、
と
き
の
凡
僧
別
当
宝
厳
院

宏
寿
が
抄
出
し
た
も
の
を
親
本
と
す
る
近
世
書
写
本
で
あ
る
）
18
（

。
奥
書
に
よ
れ
ば
、

東
寺
長
者
三
宝
院
満
済
が
、
御
成
に
際
し
て
注
進
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

内
容
を
み
て
み
る
と
、『
東
宝
記
』
巻
一
・
二
を
中
心
に
、
伽
藍
と
そ
こ
に
安

置
さ
れ
て
い
る
仏
像
・
宝
物
お
よ
び
結
縁
潅
頂
・
舎
利
会
に
関
す
る
内
容
を
、
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要
約
し
な
が
ら
抄
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
御
成
に
際
し
て
の
案
内
書

と
し
て
、『
東
宝
記
』
の
抄
出
本
を
作
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
の

ち
こ
の
本
は
、
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
に
勃
発
し
た
土
一
揆
に
よ
る
伽
藍

炎
上
に
直
面
し
た
宝
菩
提
院
教
済
に
よ
り
、
東
寺
草
創
の
年
紀
等
を
留
め
て
お

く
た
め
書
写
さ
れ
て
い
る
。

阪
本
龍
門
文
庫
本
『
東
宝
記
』
は
、
当
時
廿
一
口
方
一
﨟
で
あ
っ
た
宝
勝
院

重
耀
が
、
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
と
そ
れ
以
前
、
少
な
く
と
も
二
回
に
わ
た

り
『
東
宝
記
』
を
閲
覧
・
抄
出
し
た
本
で
あ
る
。『
東
宝
記
』
僧
宝
上
下
（
巻
七
・

八
）
を
す
べ
て
抄
出
し
て
お
り
、
こ
れ
は
東
寺
創
建
以
来
の
寺
院
組
織
に
関
す

る
叙
述
を
も
つ
部
分
で
あ
る
。
筆
跡
よ
り
重
耀
自
筆
で
あ
る
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

重
耀
自
筆
本
で
あ
る
こ
と
、
現
在
阪
本
龍
門
文
庫
が
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
お
そ
ら
く
は
東
寺
院
家
あ
る
い
は
東
寺
関
係
の
寺
院
に
伝
来
し
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
書
写
奥
書
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

時
也
文
安
第
四
暦
林
鐘
上
旬
之
候
、
令
借
用
観
智
院
書
写
畢
、
先
年
宗
海

僧
正
之
時
、
一
部
分
令
借
用
雖
及
一
覧
、
巨
細
之
条
軌

（
マ
マ
）不
分
明
之
間
、
此

中
借
用
肝
要
分
令
抜
書
所
用
一
巻
也
、
捽
心
備
此
分
相
有
増
之
處
有
意
見

天
、
一
向
雖
為
煩於

、
有
書
写
者
可
然
之
由
申
仁
有
之
間
、
此
分
令
同
心
抄

之
畢
、
是
併
私
非
専
、
且
者
為
未
来
、
且
者
現
在
、
為
備
亀
鑑
忘
心
身
馳

筆
畢
、

　

文
安
第
四
暦
林
鐘
六
日　
　
　

法
印
権
大
僧
都
重
耀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
七
十
四
）
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こ
の
奥
書
か
ら
、
宗
海
が
観
智
院
院
主
を
務
め
た
応
永
六
〜
永
享
元
年
に
、

観
智
院
で
『
東
宝
記
』
が
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
重
耀
が
借
用
し
た
こ
と
、

つ
い
で
文
安
四
年
に
「
肝
要
分
」
を
借
用
し
、
抄
出
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
本
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
り
抄
出
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
表
二
「
引
付
に

お
け
る
『
東
宝
記
』
引
用
・
参
照
記
事
」
を
掲
げ
、
引
付
（
東
寺
の
各
寺
僧
組

織
で
作
成
さ
れ
る
議
事
録
）
か
ら
、『
東
宝
記
』
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
一
覧
し
て
み
よ
う
。
阪
本
龍
門
文
庫
本
が
作
成
さ
れ
た
前

後
の
時
期
に
永
宣
旨
に
関
す
る
問
題
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。
阪

本
龍
門
文
庫
本
『
東
宝
記
』
で
抄
出
し
て
い
る
巻
七
・
八
で
は
永
宣
旨
に
関
す

る
記
述
が
み
え
、
お
そ
ら
く
は
こ
れ
を
参
照
し
、
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
し
た

こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
『
東
宝
記
』
は
、
寺
院
運
営
に
用
い
る
た

め
に
適
宜
抄
出
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
抄
出
本
に
つ
い
て
、
利
用
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
全
写
本
が
永
享
十
〜
十
一
年
の
執
行
本
を
親
本
と
し
て
い

る
一
方
で
、
抄
出
本
で
は
、
高
野
山
大
学
図
書
館
増
福
院
文
庫
本
の
親
本
は
応

永
九
年
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
や
、
阪
本
龍
門
文
本
が
作
成
さ
れ
る
前
の
応
永
六

年
〜
永
享
元
年
に
一
旦
『
東
宝
記
』
が
貸
し
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
）
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、
執
行

家
本
の
作
成
よ
り
も
前
に
、『
東
宝
記
』
が
供
僧
ら
に
閲
覧
・
利
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
遅
く
と
も
応
永
年
間
に
は
、
東
寺
寺
院
運
営
の

な
か
で
『
東
宝
記
』
が
必
要
と
さ
れ
る
場
面
が
多
く
あ
り
、
こ
う
し
た
状
況
の

な
か
で
貸
し
出
し
、
さ
ら
に
必
要
な
箇
所
の
抄
出
本
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ

う
に
『
東
宝
記
』
の
必
要
性
が
高
く
な
っ
て
い
っ
た
結
果
、
ま
ず
執
行
家
に
お

い
て
全
写
本
が
作
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
の
ち
こ



中
世
東
寺
に
お
け
る
寺
誌
の
利
用
と
継
承

五
七

の
執
行
本
を
親
本
と
し
て
、
東
寺
に
出
仕
す
る
供
僧
ら
が
、
寺
僧
組
織
に
お
け

る
評
定
や
法
会
と
い
っ
た
寺
院
運
営
の
場
で
、
先
例
を
勘
案
す
る
た
め
の
控
え

と
し
て
、
書
写
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三　
『
東
宝
記
』
と
東
寺
造
営
事
業

こ
の
よ
う
に
『
東
宝
記
』
は
東
寺
に
関
す
る
先
例
書
と
し
て
供
僧
ら
に
利
用

さ
れ
、
そ
う
し
た
要
請
に
応
じ
て
書
写
さ
れ
て
き
た
。『
東
宝
記
』
の
も
つ
東

寺
に
関
す
る
広
範
な
内
容
は
、
さ
き
に
み
た
足
利
義
満
の
東
寺
巡
礼
や
永
宣
旨

の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
寺
院
運
営
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
っ

た
。
さ
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
を
、
さ
き
に
示
し
た
（
b
）
群
の
奥
書
か
ら

み
て
み
た
い
。

嘉
吉
元
年
五
月
五
日
令
校
合
了
、
抑
去
年
可
有
御
修
理
當
寺
候
由
、
及
御

沙
汰
之
処
、
大
工
相
論
之
子
細
有
之
、
理
非
之
趣
御
尋
寺
家
之
間
、
自
往

古
可
為
両
大
工
之
旨
、
塔
升
形
鋳
付
云
々
、
定
此
記
可
被
勘
注
歟
之
間
、

借
用
観
音（

マ
マ
）之
了
、
以
其
次
可
被
書
写
候
由
、
令
所
望
勧
進
助
筆
、
仍
此
巻

仁
和
寺
浄
光
院
客
僧
令
誂
書
了
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚
寿
）
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こ
こ
に
み
え
る
「
大
工
相
論
」
は
、
永
享
八
年
の
五
重
塔
修
理
工
事
時
に
起

こ
っ
た
相
論
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
大
工
職
相
論
と
は
、
唐
橋
大
工
と
大
宮

大
工
の
間
で
頻
発
し
て
い
た
職
を
め
ぐ
る
相
論
で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
東
寺
造
営

を
担
う
べ
き
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
過
去
の
造
営
事
業
の
際
の
先

例
を
調
べ
、「
自
往
古
可
為
両
大
工
之
旨
、
塔
升
形
鋳
付
云
々
」
と
覚
寿
は
言

う
の
で
あ
る
。「
升
形
銘
」
と
は
、
願
行
上
人
憲
静
に
よ
る
弘
安
年
中
の
東
寺

修
造
の
歴
史
叙
述
と
大
工
名
を
記
し
た
「
東
寺
大
塔
升
形
銘
」
を
指
し
て
お
り
、

こ
れ
を
観
智
院
杲
宝
が
書
写
し
た
も
の
が
、
現
在
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教

文
書
」
内
に
伝
来
し
て
い
る
『
東
寺
塔
婆
修
造
記
』
で
あ
る
）
22
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。
こ
の
巻
末
に
は

応
永
二
十
五
年
の
塔
婆
修
造
に
関
す
る
追
記
が
確
認
で
き
、
こ
の
部
分
は
、
筆

跡
か
ら
観
智
院
宗
源
が
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
源
が
廿
一
口

方
年
預
を
務
め
て
い
た
応
永
三
十
三
年
に
も
大
工
職
相
論
が
起
こ
っ
て
お
り
、

彼
も
ま
た
、
覚
寿
と
同
じ
よ
う
に
「
升
形
銘
」
を
参
照
す
る
こ
と
で
大
工
職
相

論
に
対
処
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
東
寺
大
塔
升
形
銘
」
は
、

そ
の
年
の
大
工
職
相
論
の
際
に
「
弘
安
証
文
」
と
呼
ば
れ
、
東
寺
修
造
事
業
に

お
け
る
大
工
職
に
関
す
る
重
要
な
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
し
ら

れ
る
）
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。
さ
ら
に
国
宝
本
『
東
宝
記
』
の
う
ち
「
升
形
銘
」
引
用
部
分
が
宗
源
に

よ
り
補
完
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、『
東
宝
記
』
に
求
め
ら
れ
た
役
割
を
考
え
る

う
え
で
興
味
深
い
。
ま
た
、
こ
の
「
升
形
銘
」
が
、
大
工
職
相
論
に
つ
い
て
の

評
定
の
際
に
も
参
照
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
）
24
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、
東
寺
供
僧
は
『
東
宝
記
』

を
利
用
し
て
幕
府
と
交
渉
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
）
25
（

。
す
な
わ
ち
、『
東
宝
記
』

に
は
、
大
工
職
相
論
を
含
め
東
寺
修
造
事
業
に
関
す
る
参
考
資
料
と
し
て
の
役

割
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
通
り
、
十
五
世
紀
前
半
を
中
心
に

断
続
的
に
続
く
大
工
職
相
論
解
決
を
は
じ
め
と
し
た
円
滑
な
修
造
事
業
遂
行
の

た
め
、
供
僧
は
『
東
宝
記
』
を
書
写
し
参
照
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
現
存
す
る
『
東
宝
記
』
写
本
を
整
理
し
、
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
全
写
本
は
、
国
宝
本
が
成
立
し
た
約
半
世
紀
後
に
、



五
八

ま
ず
東
寺
執
行
厳
暁
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
以
後
書
写
さ
れ
た
写
本
の
ほ
と

ん
ど
が
、
こ
の
執
行
家
本
を
親
本
と
し
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
写
本
の
書
写

年
代
は
、
十
五
世
紀
前
期
に
書
写
活
動
が
集
中
し
て
お
り
、
永
享
十
〜
十
一
年

の
執
行
厳
暁
書
写
本
、
嘉
吉
元
年
の
宝
輪
院
覚
寿
校
合
本
、
そ
し
て
長
禄
四
年

の
報
恩
院
隆
済
の
指
示
に
よ
る
書
写
・
校
合
本
に
大
別
で
き
る
。

抄
出
本
は
、
国
宝
本
成
立
後
約
七
年
後
、
足
利
義
満
の
東
寺
巡
礼
の
た
め
作

成
さ
れ
た
一
本
と
、
文
安
年
間
に
寺
院
運
営
に
際
し
て
作
成
さ
れ
た
一
本
の
存

在
が
知
ら
れ
る
。

国
宝
本
が
成
立
し
た
の
ち
『
東
宝
記
』
は
、
遅
く
と
も
応
永
年
間
頃
の
寺
院

運
営
の
な
か
で
、
先
例
を
調
べ
る
た
め
の
書
物
と
し
て
貸
し
出
し
や
抄
出
が
行

わ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
需
要
の
高
ま
り
に
応
じ
て
全
写
本
が
作
成
さ
れ
る
に

い
た
る
。
ま
ず
は
執
行
家
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
東
寺
院
家
や
東
寺
に
関
係
す

る
寺
院
で
書
写
・
相
伝
さ
れ
、
寺
院
運
営
に
用
い
ら
れ
て
い
っ
た
。
東
寺
の
伽

藍
維
持
等
に
つ
と
め
て
き
た
執
行
家
に
お
い
て
全
写
本
を
作
成
し
、
相
伝
、
利

用
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
職
務
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
黒
川
直
則

氏
に
よ
れ
ば
、
東
寺
執
行
は
、
平
安
時
代
以
来
東
寺
の
伽
藍
や
文
書
の
管
理
を

司
る
の
み
な
ら
ず
、
寺
院
運
営
全
般
に
関
与
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
こ

と
か
ら
も
、『
東
宝
記
』
の
全
写
本
を
作
成
し
所
持
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
応
永
・
永
享
期
に
い
た
っ
て
、
供
僧
ら
の
主
導

に
よ
る
安
定
的
な
寺
院
運
営
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
潤
滑
な
運
営
の
た

め
に
先
例
を
勘
案
す
べ
く
『
東
宝
記
』
を
備
え
持
つ
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
『
東
宝
記
』
は
写
本
が
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

南
北
朝
期
の
動
乱
を
経
て
、
安
定
し
た
寺
院
運
営
が
展
開
し
た
室
町
期
東
寺

に
お
い
て
、
最
大
の
懸
案
は
荒
廃
し
た
伽
藍
の
修
造
で
あ
っ
た
。
さ
き
に
掲
げ

た
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
『
東
宝
記
』（
四
軸
一
冊
）
の
巻
三
に
は
、
そ
れ
を
物
語

る
奥
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
修
造
事
業
が
進
行
す
る
な
か
で
大
工
職
相

論
が
頻
発
し
て
お
り
、
そ
の
解
決
に
向
け
て
、
過
去
の
修
造
事
業
の
先
例
を
勘

案
す
る
た
め
に
『
東
宝
記
』
が
参
照
さ
れ
、
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
室
町
期
に
お
い
て
『
東
宝
記
』
は
、
東
寺
修
造
事
業
を
は
じ
め

と
し
た
寺
院
運
営
に
際
し
て
参
照
さ
れ
る
先
例
書
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て

い
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
東
寺
の
執
行
家
や
院
家
、
関
係
寺
家
に
お
い

て
書
写
本
が
作
成
、
保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
史
料
の
利
用
と
保
存
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
国
宝
本
は
原
則
保

管
、
執
行
家
本
を
書
写
の
親
本
と
し
て
い
る
。
東
寺
文
書
・
東
寺
百
合
文
書
が

永
享
十
二
年
か
ら
、
経
蔵
と
西
院
に
わ
け
て
保
管
さ
れ
、
よ
り
重
要
な
文
書
は

西
院
に
入
り
、
正
文
を
御
影
堂
、
案
文
を
手
文
箱
で
保
管
・
利
用
し
て
い
た
と

い
う
重
書
の
正
文
と
案
文
作
成
の
う
ご
き
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、『
東
宝
記
』

に
お
け
る
国
宝
本
の
原
則
保
管
と
写
本
作
成
の
年
代
が
ほ
ぼ
重
な
る
こ
と
か
ら
、

『
東
宝
記
』
は
、
寺
家
の
重
書
と
同
様
の
保
管
シ
ス
テ
ム
下
に
あ
っ
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
東
宝
記
』
が
東
寺
寺
僧
の
な
か
で
重
書
同
様

の
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
し
い
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
東
寺
の
執
行
家
や
院
家
、
関
係
寺
院
で
書
写
さ
れ
た
『
東
宝
記
』

は
、
室
町
期
寺
院
経
営
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
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五
九

ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
十
五
世
紀
前
半
に
書
写
さ
れ
て
以
降
『
東
宝
記
』
は
ど
の

よ
う
な
か
た
ち
で
相
伝
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、

次
章
で
考
え
て
い
き
た
い
。

第
二
章　

東
寺
の
寺
院
運
営
に
み
る
『
東
宝
記
』
の
利
用

鎌
倉
期
前
〜
中
期
衰
退
し
て
い
た
東
寺
だ
が
、
後
宇
多
院
の
東
寺
興
隆
策
に

よ
り
鎌
倉
末
期
に
寺
威
を
高
揚
さ
せ
、
寺
僧
ら
が
自
律
的
活
動
を
み
せ
る
よ
う

に
な
る
。
こ
う
し
た
機
運
の
な
か
で
、
供
僧
ら
は
評
定
を
ひ
ら
き
寺
院
運
営
を

進
め
た
。
そ
の
際
過
去
の
事
例
を
勘
案
し
て
、
あ
る
べ
き
方
針
を
決
定
し
て

い
っ
た
。
そ
れ
が
法
式
で
あ
る
。
引
付
の
記
事
の
な
か
か
ら
、
法
式
を
制
定
し

た
り
参
照
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

延
応
二
年
（
一
二
四
〇
）、
行
遍
へ
の
宣
陽
門
院
の
厚
い
帰
依
に
よ
り
東
寺

が
再
興
し
、
常
住
僧
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
法
式
・
規
式
の
制
定
が
は
じ
ま
る
。

網
野
氏
は
、
南
北
朝
期
ま
で
に
根
本
法
式
が
評
定
制
度
の
発
展
過
程
の
な
か
で

成
立
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
）
26
（

。
こ
れ
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
、
富
田
氏
は

室
町
期
に
お
け
る
法
式
の
体
系
を
示
し
た
）
27
（

。
そ
れ
が
、
以
下
（
ⅰ
）
〜
（
ⅲ
）

で
あ
る
。
ま
ず
、（
ⅰ
）
鎌
倉
後
期
〜
永
享
十
年
頃
に
は
、
文
書
・
引
付
の
引

用
を
し
て
法
式
と
し
て
い
た
。（
ⅱ
）
永
享
十
年
〜
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）

に
は
、
法
規
を
控
え
て
お
く
法
式
双
紙
を
整
え
、
こ
れ
に
評
定
メ
ン
バ
ー
が
請

判
を
加
え
て
承
認
す
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
そ
れ
ま
で
に

蓄
積
さ
れ
て
い
た
引
付
を
編
纂
し
て
執
務
手
引
書
と
す
る
引
付
台
帳
も
整
え
ら

れ
て
い
く
。
こ
れ
ら
は
引
付
で
「
旧
記
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同

時
に
、
文
書
の
整
備
事
業
も
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
（
ⅲ
）
応
仁
・
文
明
の
乱
（
一

四
六
七
〜
七
七
）
以
降
に
は
、
よ
り
蓄
積
さ
れ
た
法
式
・
法
規
集
の
体
系
的
編

纂
が
行
わ
れ
、
同
時
に
重
書
の
書
写
編
纂
事
業
も
平
行
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
東
寺
に
お
け
る
史
料
編
纂
事
業
に
つ
い
て
富
田
正
弘
氏
は
、
奉
行
の
執

務
の
必
要
か
ら
推
進
さ
れ
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、『
東
宝
記
』
に
は
常
住
僧
の
獲
得
や
法
会
再
興
等
、
南
北
朝
期

か
ら
東
寺
寺
僧
が
目
指
し
た
あ
る
べ
き
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
（
ⅰ
）

の
時
期
の
法
式
に
は
、『
東
宝
記
』
に
掲
げ
ら
れ
た
理
念
が
反
映
し
、
明
文
化

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
『
東
宝
記
』
が
法
式
の
成

立
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
室
町
期
寺
院
運
営
と
『
東

宝
記
』
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
、
寺

院
運
営
に
お
い
て
『
東
宝
記
』
が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
寺
院
史
料
の
な
か
で
の
寺
誌
『
東
宝
記
』
の
位
置

づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　

引
付
に
み
え
る
『
東
宝
記
』

東
寺
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
法
会
が
営
ま
れ
、
そ
れ
ら
の
執
行
に
お
け
る
実
質
的

な
取
り
決
め
や
法
会
執
行
用
途
と
な
る
東
寺
領
荘
園
の
運
営
等
の
た
め
に
寺
僧

組
織
が
成
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
評
定
と
よ
ば
れ
る
会
議
が
行
わ
れ
て
い

た
。
法
会
や
評
定
に
参
仕
し
た
の
は
、
東
寺
院
家
や
、
仁
和
寺
や
大
覚
寺
、
醍

醐
寺
と
い
っ
た
東
寺
に
関
係
す
る
寺
院
の
僧
侶
で
あ
っ
た
。



六
〇

そ
う
し
た
評
定
の
場
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
案
件
が
議
事
に
の
ぼ
り
、

話
し
合
わ
れ
た
内
容
は
、
引
付
に
書
き
留
め
ら
れ
る
。
こ
の
引
付
を
み
て
み
る

と
、『
東
宝
記
』
は
大
別
し
て
四
つ
の
案
件
に
際
し
て
、
先
例
と
し
て
引
用
さ

れ
て
い
る
（
表
二
）。
す
な
わ
ち
、
法
会
に
関
す
る
法
会
関
係
、
仏
像
・
宝
物
、

寺
院
組
織
、
そ
し
て
伽
藍
修
造
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
法
会
関
係

で
は
、
供
養
法
を
各
堂
宇
で
行
う
こ
と
に
つ
い
て
）
28
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、「
旧
記
」
を
典
拠
と
記
し

て
『
東
宝
記
』
巻
六
「
諸
堂
法
会
条
々
」
の
う
ち
「
塔
婆
」
の
項
を
参
照
し
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
仏
像
・
宝
物
で
は
、
宝
蔵
に
盗
人
が
乱
入
し

た
事
件
に
関
連
し
て
、「
法
会
之
具
」
の
一
覧
と
、
こ
れ
ま
で
盗
人
が
入
っ
た

際
の
記
事
を
、『
東
宝
記
』
巻
二
「
相
承
道
具
事
」
よ
り
引
用
し
て
い
る
。

供
僧
ら
の
評
定
の
場
で
、『
東
宝
記
』
が
引
用
・
参
照
さ
れ
る
議
事
内
容
は

多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
東
宝
記
』
写
本
は
、
こ
の
よ
う
な
評
定
で

の
多
様
な
案
件
に
備
え
て
、
東
寺
に
出
仕
す
る
僧
侶
の
寺
家
や
院
家
で
作
成
・

相
伝
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
引
付
で
史
料
を
引
用
す
る

と
き
は
、史
料
名
を
明
示
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、地
の
文
あ
る
い
は
「
旧

記
云
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
東
宝
記
』
を
引
用
・
参
照
す
る

こ
と
が
日
常
的
行
為
で
あ
り
、
引
付
台
帳
同
様
、
執
務
手
引
書
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
十
五
世
紀
前
半
に
盛
ん
な
書
写
作

業
が
見
て
取
れ
る
一
方
、
後
半
は
『
東
宝
記
』
の
書
写
が
行
わ
れ
て
い
た
形
跡

が
う
か
が
え
な
い
）
29
（

。
で
は
こ
の
時
期
に
『
東
宝
記
』
は
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ

て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二　
「
法
規
集
」
に
み
え
る
『
東
宝
記
』
の
テ
ク
ス
ト
相
承

十
五
世
紀
後
半
に
生
き
た
宝
輪
院
宗
承
は
、
法
式
集
の
編
纂
・
重
書
類
の
書

写
に
大
い
に
寄
与
し
た
こ
と
が
富
田
氏
や
黒
川
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
よ
く
し
ら

れ
て
い
る
）
30
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。
宗
承
は
、
東
寺
に
関
係
す
る
人
物
の
忌
日
を
ま
と
め
た
「
東
寺
法

会
集
草
案
」
や
「
東
寺
造
営
方
文
書
符
案
」「
見
聞
雑
記
」
な
ど
、
東
寺
に
関

す
る
史
料
の
整
理
・
編
纂
や
著
述
活
動
を
行
っ
た
。
宗
承
の
編
纂
物
は
ど
れ
も

東
寺
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
こ
の
な
か
で
も
膨
大
に
集
積

さ
れ
た
引
付
の
要
所
を
抄
出
し
た
「
廿
一
口
方
引
付
条
目
大
概
目
安
）
31
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」
は
、
そ

の
莫
大
な
労
力
に
目
を
見
張
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
「
廿
一
口
方
引
付
条
目

大
概
目
安
」
は
四
つ
の
項
目
か
ら
な
る
。（
一
）
奉
行
得
分
や
引
付
員
数
、
寺

務
方
の
職
務
等
引
付
の
概
要
、（
二
）
応
永
〜
応
仁
ま
で
の
廿
一
口
方
評
定
引

付
抜
粋
、（
三
）
東
寺
執
行
職
相
伝
継
図
、（
四
）
九
条
一
坊
寺
家
知
行
事
で
あ

る
。
現
存
す
る
本
文
書
は
そ
の
奥
書
か
ら
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
宗
承
筆

を
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
承
照
が
書
写
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に
別

の
僧
が
校
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
本
稿
で
は
（
四
）
九
条
一
坊
寺
家
知
行
事
に
注
目
し
た
い
。
そ
の

冒
頭
を
掲
げ
よ
う
。

一
、
九
條
一
坊　
　
　
　
　

合
十
六
町
者
、
一
円
不
輸
寺
家
知
行
事
、

東
寶
記
第
一
云
、
貞
観
寺
御
記
云
、
夫
帝
都
ノ
抻
角
九
條
一
坊
有
大

伽
藍
号
東
寺
為
鎮
護
国
家
可
興
密
教
霊
場
也
、
弘
仁
十
四
年
正
月
十

九
日
和
尚
忝
賜
東
寺
為
密
教
道
場
等
云
　々
　

、

「
九
条
一
坊
」
に
は
、
東
寺
修
造
料
所
で
あ
る
東
西
九
条
が
含
ま
れ
て
お
り
、

東
限
大
宮　

西
限
朱
雀

南
限
九
條　

北
限
八
條

已
上
東

宝
記
也
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同
所
は
近
年
ま
で
青
蓮
院
と
そ
の
領
有
権
を
激
し
く
争
っ
て
き
た
地
で
あ
っ
た
）
32
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。

し
た
が
っ
て
、「
九
条
一
坊
寺
家
知
行
事
」
の
記
述
は
、
東
寺
が
東
西
九
条
を

領
有
す
る
こ
と
の
正
統
性
を
示
す
た
め
に
叙
述
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
引
用
史
料
の
下
線
部
に
み
え
る
と
お
り
『
東
宝
記
』
の
一

節
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
東
宝
記
』
は
、
引
付
を
編
纂
し
た
新
た

な
「
法
規
集
」
の
末
尾
に
お
い
て
、
一
編
纂
材
料
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
、

そ
の
テ
ク
ス
ト
が
相
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
引
付
同
様
、
先

例
書
と
し
て
の
役
割
を
担
う
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
単
な
る
寺
院

運
営
の
日
常
的
な
先
例
で
は
な
く
、
当
該
期
の
東
寺
に
と
っ
て
重
要
な
料
所
で

あ
っ
た
東
西
九
条
の
領
有
を
証
明
す
る
、
重
書
と
し
て
の
役
割
を
も
担
っ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
、『
東
宝
記
』
は
こ
こ
に
支
証
と
し
て
の
機
能
も
求
め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

室
町
期
に
至
っ
て
拡
充
し
た
寺
僧
組
織
の
も
と
、
東
寺
の
寺
院
運
営
は
安
定

期
を
迎
え
る
。
東
寺
の
評
定
に
お
い
て
は
、
法
会
や
そ
れ
を
支
え
る
荘
園
運
営

の
た
め
に
、
多
彩
な
内
容
が
議
事
に
の
ぼ
り
、
供
僧
ら
は
こ
れ
ら
の
案
件
を
迅

速
か
つ
正
確
に
さ
ば
い
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、『
東
宝

記
』
は
東
寺
に
関
す
る
広
範
な
内
容
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
寺
院
運
営
に
用
い

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
引
付
よ
り
う
か
が
え
た
。
こ
う
し
た
寺
院
運
営
に
関
す

る
先
例
を
参
照
す
る
た
め
に
『
東
宝
記
』
は
執
行
家
や
供
僧
ら
の
住
す
る
寺

家
・
院
家
で
全
写
本
を
控
え
て
お
く
必
要
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

う
し
た
需
要
に
応
じ
て
、
永
享
十
年
よ
り
全
写
本
の
作
成
が
は
じ
ま
っ
た
。
同

時
期
は
東
寺
文
書
や
東
寺
百
合
文
書
の
案
文
が
作
成
さ
れ
る
時
期
で
あ
り
、
控

え
の
作
成
と
い
う
、
東
寺
に
お
け
る
文
書
管
理
と
同
じ
動
き
を
し
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
『
東
宝
記
』
は
聖
教
史
料
で
あ
り
な
が
ら
も
、

保
管
と
利
用
と
い
う
観
点
に
お
い
て
重
書
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ

う
。永

享
〜
長
禄
期
に
ま
と
ま
っ
た
『
東
宝
記
』
の
書
写
活
動
が
み
ら
れ
た
の
ち
、

写
本
作
成
の
動
き
は
み
え
な
く
な
り
、
明
応
期
に
『
東
宝
記
』
は
「
法
規
集
」

の
な
か
で
み
い
だ
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
法
規
集
」
で
の
引
用
と
い
う
か
た

ち
で
テ
ク
ス
ト
が
相
承
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
重

書
・
引
付
と
同
じ
よ
う
に
、
寺
誌
も
ま
た
、「
法
式
集
」
の
な
か
の
編
纂
材
料

と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
東
宝
記
』
は
領
有
の
正
統
性
を
訴
え

る
支
証
（
公
験
）
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
南
北
朝
期
に
成
立
し
た
東
寺
の
寺
誌
で
あ
る
『
東
宝
記
』
に
つ
い
て
、

成
立
後
の
利
用
と
テ
ク
ス
ト
の
継
承
の
あ
り
か
た
を
寺
院
運
営
の
観
点
か
ら
考

え
て
き
た
。『
東
宝
記
』
の
利
用
と
書
承
活
動
の
関
係
に
つ
い
て
、
流
れ
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

鎌
倉
末
期
の
不
穏
な
宗
教
状
況
の
中
で
寺
威
を
高
揚
さ
せ
た
東
寺
は
、
東
寺

「
最
頂
」
の
論
理
を
展
開
す
べ
く
初
の
総
合
的
寺
誌
『
東
宝
記
』
の
編
纂
を
企

図
し
、
南
北
朝
期
に
一
旦
成
立
を
み
た
の
ち
、
室
町
初
期
に
か
け
て
綿
密
な
再

編
纂
が
行
わ
れ
る
。
南
北
朝
期
に
寺
僧
組
織
が
拡
充
さ
れ
、
室
町
期
に
い
た
っ
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て
供
僧
ら
に
よ
り
安
定
し
た
寺
院
運
営
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、『
東
宝

記
』
は
伽
藍
の
造
営
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
寺
院
運
営
の
先
例
書
と
し
て
、
供

僧
ら
に
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
永
享
年
間
に
、
寺
院
全
般
に
関
す
る
職
務

を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
東
寺
執
行
家
に
お
い
て
は
じ
め
て
『
東
宝

記
』
全
写
本
が
作
成
さ
れ
る
と
、
た
て
つ
づ
け
に
東
寺
に
参
仕
す
る
僧
の
住
す

る
東
寺
院
家
や
関
係
寺
院
に
お
い
て
も
作
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
十
五

世
紀
前
半
に
お
け
る
『
東
宝
記
』
の
写
本
作
成
の
う
ご
き
は
、
東
寺
文
書
・
東

寺
百
合
文
書
の
重
書
の
案
文
作
成
の
う
ご
き
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
寺
誌

『
東
宝
記
』
も
ま
た
重
書
と
同
じ
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

さ
ら
に
十
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
『
東
宝
記
』
写
本
作
成
の
う
ご
き
は
あ
ま

り
み
ら
れ
な
く
な
り
、
当
該
期
に
行
わ
れ
て
い
た
東
寺
関
係
史
料
の
編
纂
活
動

の
な
か
で
、
重
書
や
引
付
と
同
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
『
東

宝
記
』
は
東
寺
料
所
に
関
す
る
公
験
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
引
用
に
よ
る
テ

ク
ス
ト
の
継
承
と
い
う
、
こ
こ
で
も
ま
た
重
書
や
引
付
な
ど
の
東
寺
関
係
文
書

と
同
様
の
管
理
シ
ス
テ
ム
下
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
寺
誌
『
東
宝

記
』
は
、
聖
教
史
料
で
あ
り
な
が
ら
も
成
立
後
に
お
け
る
寺
院
運
営
の
な
か
で

の
利
用
に
際
し
て
は
、
重
書
・
引
付
と
同
様
の
管
理
シ
ス
テ
ム
下
に
あ
り
、
そ

う
し
た
な
か
で
書
承
活
動
が
展
開
し
、
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

お
わ
り
に
今
後
の
課
題
を
述
べ
て
む
す
び
と
し
た
い
。
本
稿
で
は
、『
東
宝

記
』
写
本
が
作
成
さ
れ
、
伝
来
し
て
い
っ
た
東
寺
執
行
家
や
院
家
に
つ
い
て
、

言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
東
寺
執
行
家
は
南
北
朝
期
か
ら
室
町
期
に

か
け
て
、
そ
の
あ
り
か
た
に
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
。『
東
宝
記
』
執
行
家
本

を
作
成
し
た
厳
暁
は
膨
大
な
書
写
・
編
纂
活
動
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
執
行
家

の
職
務
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
院
家
に
つ
い
て
は
、
今
回
調
査
し
た
『
東
宝
記
』
写

本
の
奥
書
等
か
ら
う
か
が
え
る
情
報
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
検
討
が
及
ば
な

か
っ
た
。
東
寺
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
寺
家
に
伝
来
す
る
文
書
や
一
部
院
家

の
聖
教
に
よ
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
院
家
伝
来
の
文
書

や
聖
教
に
つ
い
て
も
今
後
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
寺
院
史
料
総
体
を
捉
え
て
い

き
た
い
。

付
記
一

本
稿
は
、「『
東
宝
記
』
の
諸
本
生
成
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
」（
第
四
二
回　

日
本
古
文
書

学
会
大
会
、
於
足
利
市
商
工
会
議
所
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
七
日
）
お
よ
び
「
室
町
期
東
寺

と
『
東
宝
記
』
諸
本
の
生
成
に
つ
い
て
」（
二
〇
〇
九
年
度　

早
稲
田
大
学
史
学
会
大
会
日
本

史
部
会
、
於
早
稲
田
大
学
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
〇
日
）
の
二
報
告
を
も
と
に
成
稿
し
た
。

報
告
の
席
上
に
お
い
て
ご
指
導
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
方
々
に
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

付
記
二

今
回
『
東
宝
記
』
伝
本
調
査
に
あ
た
り
、
貴
重
な
資
料
の
調
査
お
よ
び
奥
書
の
翻
刻
紹
介

に
際
し
、
ご
厚
意
を
た
ま
わ
り
ま
し
た
大
谷
大
学
、
京
都
国
立
博
物
館
、
京
都
大
学
附
属
図

書
館
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
高
野
山
大
学
図
書
館
、
金
刀
比
羅
宮
図

書
館
、
石
川
武
美
記
念
図
書
館
成
簣
堂
文
庫
、
阪
本
龍
門
文
庫
、
静
嘉
堂
文
庫
、
善
通
寺
、
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筑
波
大
学
附
属
図
書
館
、
東
京
国
立
博
物
館
、
内
閣
文
庫
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
、
日
本
大
学
、

長
谷
寺
、
彦
根
城
博
物
館
琴
堂
文
庫
、
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
、
龍
谷
大
学
（
敬
称
略
、

五
十
音
順
）
に
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

注

（
１
）　

稲
葉
伸
道
「
中
世
東
大
寺
に
お
け
る
記
録
と
歴
史
の
編
纂
―
『
東
大
寺
続
要
録
』
に

つ
い
て
―
」（『
統
合
テ
ク
ス
ト
科
学
研
究
』
一
―
二
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
２
）　

山
本
信
𠮷
「
東
寶
記
概
説
」（
東
宝
記
刊
行
会
編
『
国
宝
東
宝
記
原
本
影
印
』
下
巻
、

東
京
美
術
、
一
九
八
二
年
）、
田
中
省
造
「「
東
宝
記
」
の
編
纂
過
程
」（『
藝
林
』
三
一

(

三)

、
一
九
八
二
年
）。

（
３
）　

網
野
善
彦
『
中
世
東
寺
と
東
寺
領
荘
園
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）、
上

島
有
『
東
寺
・
東
寺
文
書
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
八
年
）、
橋
本
初
子
『
中

世
東
寺
と
弘
法
大
師
信
仰
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
）。

（
４
）　

新
見
康
子
『
東
寺
宝
物
の
成
立
過
程
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
５
）　

上
川
通
夫
「
文
書
様
式
の
聖
教
に
つ
い
て
―
杲
宝
筆
範
俊
解
写
―
」（
同
『
日
本
中

世
仏
教
史
料
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
〈
初
出
一
九
九
九
年
〉）、
永
村
眞
『
中

世
寺
院
史
料
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）、
五
味
文
彦
『
中
世
社
会
史
料
論
』

（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
６
）　

黒
川
直
則
「
中
世
東
寺
に
お
け
る
文
書
の
管
理
と
保
存
」（
安
藤
正
人
・
青
山
英
幸

編
『
記
録
史
料
の
管
理
と
文
書
館
』、
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
六
年
）。

（
７
）　

真
木
隆
行
「
鎌
倉
末
期
に
お
け
る
東
寺
最
頂
の
論
理
―
『
東
宝
記
』
成
立
の
原
風

景
―
」（
東
寺
文
書
研
究
会
編
『
東
寺
文
書
み
る
中
世
社
会
』、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九

九
年
）。

（
８
）　

新
見
康
子
「
東
寺
宝
蔵
の
文
書
と
『
東
宝
記
』」（
前
掲
注
⑷
新
見
氏
著
書
所
収
）。

（
９
）　
『
東
宝
記
』（『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
二
輯
）。

（
10
）　
『
東
宝
記
』
の
写
本
に
つ
い
て
は
、
表
一
よ
り
数
多
く
伝
来
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
が
、
本
稿
で
は
中
世
に
お
け
る
寺
誌
『
東
宝
記
』
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
考
察
を
進

め
る
た
め
、
近
世
以
降
の
書
写
活
動
と
写
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
考
え
て
い
く
こ

と
と
し
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
近
世
に
お
け
る
僧
侶
の
修
学
活
動
と
か
か
わ
っ

て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
11
）　

京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
「
阿
刀
家
伝
世
資
料
」
の
う
ち
。『
東
宝
記
』
巻
一
・
五
〜
八

が
厳
暁
自
筆
奥
書
を
も
つ
。
同
巻
二
〜
四
は
江
戸
中
期
の
執
行
厳
恭
の
補
写
（
東
寺
宝

物
館
編
『
東
寺
と
「
東
宝
記
」』
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
宝
物
館
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
12
）　

た
と
え
ば
厳
暁
は
、
東
寺
執
行
が
代
々
記
し
た
『
東
寺
執
行
日
記
』
を
事
項
別
に
編

集
し
、『
東
寺
私
用
集
』
を
作
成
し
て
い
る
。

（
13
）　

黒
川
直
則
「
東
寺
執
行
職
の
相
伝
と
相
論
」（
高
橋
敏
子
研
究
代
表
『
東
寺
に
お
け
る

寺
院
統
轄
組
織
に
関
す
る
史
料
の
収
集
と
そ
の
総
合
的
研
究
』
科
学
研
究
費
研
究
補
助

金
基
盤
研
究
〈
B
〉〈
２
〉
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
14
）　

富
田
正
弘
「
中
世
東
寺
の
寺
院
組
織
と
文
書
授
受
の
構
造　

付　

寺
僧
一
覧
・
諸
職

補
任
・
索
引
」（『
資
料
館
紀
要
』
八
、
一
九
八
〇
年
）。
以
降
供
僧
の
経
歴
に
つ
い
て
、

特
に
断
ら
な
い
場
合
は
こ
れ
に
拠
っ
て
い
る
。

（
15
）　

静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
、
四
軸
一
冊
。『
東
宝
記
』
巻
二
、
三
、
五
、
六
が
巻
子
装
で
、
覚

寿
自
筆
奥
書
を
も
つ
。

（
16
）　

な
お
、
こ
の
（
ｂ
）
郡
の
巻
八
奥
書
に
は
、
嘉
吉
の
乱
に
関
す
る
記
述
が
見
え
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、聖
教
奥
書
に
社
会
状
況
が
み
え
る
事
例
と
し
て
、池
田
寿
氏
が
「
醍

醐
寺
文
書
」
第
一
二
五
函
一
号
一
〜
三
を
用
い
紹
介
し
て
い
る
（「
醍
醐
寺
の
文
化
財
」

〈
永
村
眞
編
『
醍
醐
寺
の
歴
史
と
文
化
財
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
〉）。

（
17
）　
「
醍
醐
寺
文
書
」
第
一
二
五
函
二
号
一
〜
六
。『
東
宝
記
』
巻
一
、
三
、
五
〜
八
が
伝

来
す
る
。

（
18
）　

高
野
山
大
学
図
書
館
増
福
院
文
庫
本
『
東
宝
記
抜
書
』
は
、
享
保
十
六
年
（
一
七
三

三
）
の
書
写
本
で
あ
る
。
詳
細
は
拙
稿
「
高
野
山
大
学
図
書
館
蔵
増
福
院
文
庫
『
東
宝

記
抜
書
』
に
つ
い
て
」（『
巡
礼
記
研
究
』
八
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
19
）　

川
瀬
一
馬
編
『
龍
門
文
庫
善
本
書
目
』
其
の
二　

古
寫
本
の
部
（
阪
本
龍
門
文
庫
、

一
九
七
九
年
）。

（
20
）　

こ
の
観
智
院
蔵
『
東
宝
記
』
が
現
在
の
国
宝
本
『
東
宝
記
』
に
あ
た
る
の
か
、
あ
る
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い
は
す
で
に
書
写
さ
れ
た
『
東
宝
記
』
が
観
智
院
に
伝
来
し
て
お
り
そ
れ
を
指
す
の
か

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
な
お
（
c
）
群
の
最
初
の
写
本
で
あ
る
『
東
宝

記
』
巻
七
（「
醐
醐
寺
文
書
」
第
一
二
五
函
五
）
の
書
写
奥
書
に
み
え
る
観
智
院
伝
来

本
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
21
）　

静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
『
東
宝
記
』（
四
軸
一
冊
）
の
う
ち
巻
三
奥
書
。

（
22
）　
「
升
形
銘
」
と
大
工
職
相
論
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
『
東
寺
塔
婆
修

造
記
』
に
つ
い
て
」（『
日
本
史
攷
究
』
三
四
、
二
〇
一
〇
年
）
に
詳
述
し
た
。

（
23
）　
『
満
済
准
后
日
記
』
応
永
三
三
年
（
一
四
二
六
）
六
月
三
日
条
。

（
24
）　
「
東
寺
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
一
〇
月
二
九
日
条
（「
東
寺

百
合
文
書
」
ち
函
一
六
）。

（
25
）　
「
東
寺
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
一
〇
月
六
・
一
五
日
条
（「
東

寺
百
合
文
書
」
く
函
二
七
）。

（
26
）　

前
掲
注
⑶
網
野
論
文
参
照
。

（
27
）　

富
田
正
弘
「
中
世
東
寺
に
お
け
る
法
の
制
定
と
編
纂
―
法
式
と
引
付
の
整
備
―
」（『
資

料
館
紀
要
』
一
六
、
一
九
八
八
年
）。

（
28
）　
「
東
寺
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
文
明
四
年
（
一
四
七
二
）
二
月
一
日
条
（「
東
寺
百
合

文
書
」
く
函
二
六
）。

（
29
）　

さ
き
に
触
れ
た
高
野
山
大
学
図
書
館
増
福
院
文
庫
本
『
東
宝
記
』
の
奥
書
か
ら
、
応

永
九
年
に
作
成
さ
れ
た
抄
出
本
は
文
明
十
八
年
に
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
が
、

こ
れ
は
土
一
揆
勃
発
に
よ
る
伽
藍
炎
上
と
い
う
有
事
の
対
応
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
状

況
に
つ
い
て
は
西
尾
知
己
「
室
町
期
京
都
の
騒
乱
と
東
寺
の
文
書
管
理
」（『
民
衆
史
研

究
』
七
四
、
二
〇
〇
七
年
）
等
に
詳
し
い
。

（
30
）　

前
掲
注
（
27
）
富
田
論
文
、
黒
川
直
則
「
宝
輪
院
宗
承
の
事
績
―
文
書
の
保
存
管
理

や
編
纂
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」（
第
Ⅲ
期
第
六
回
東
寺
文
書
研
究
会
報
告
、
於
東
京

大
学
史
料
編
纂
所
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
二
一
日
）。

（
31
）　
「
東
寺
文
書
」
追
加
之
部
一
四
。

（
32
）　

西
谷
正
浩
「
東
寺
領
山
城
国
東
西
九
条
の
伝
領
に
つ
い
て
」（『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』

三
二
（
一
）、
二
〇
〇
〇
年
）。
室
町
後
期
東
寺
に
お
い
て
、
東
西
九
条
が
東
寺
造
営
料

所
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
別
稿
で
詳
細
に
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。
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表１　『東宝記』伝本一覧（稿）

区分 諸本
番号 現所蔵先 状態 全・

部分 本奥書・書写奥書の年代 奥書 備考
国書
総
目録

― 1 東寺 ６巻本 全 観応3年（1352）頃
（第八）右、仁和寺宮仰一部六巻草之、[（別筆）軸分為八
巻 ] 再治以後可備上覧者也、／□□□〔観応参〕年〈壬辰〉

五月廿三日権少僧都杲宝〈記之〉、

『国宝東宝記原本影印』下
（注２参照）。 ―

― 2 東寺 国宝本、
八巻本 全 観応3年（1352）頃 ○

(a)

3 京都国立
博物館

阿刀家本、
８冊 全 永享10～11年（1438～9）

厳暁（栄増）

( 巻一 ) 永享十年七月二日書写之、写書之観智院本借用尤
秘蔵了、東寺執行厳暁改名栄増

（巻二）永享十年八月朔日書写了、東寺執行厳暁之、／改
名栄増

（巻三）永享十年八月朔日書写了、東寺執行厳暁之、／改
名栄増（ママ）

（巻五）永享十一月潤（ママ）正月十一日書写了、東寺執
行厳暁改名栄増

（巻六）永享十一年二月廿九日書写畢、／東寺執行　権律
師厳暁〈歳卅二〉／改名栄増

（巻七）永享十一年八月五日書写畢、東寺執行　厳暁之、 
／改名栄増

（巻八）永享十一年六月十一日書写了、権律師厳暁〈歳卅
二〉／改名栄増

巻二～四は異筆→（巻三１
オ）執行栄増自筆之本全部
八巻之内、三巻紛失故厳恭
足之、／権律師厳恭、巻二
～四は江戸中期の執行厳恭

の補写

×

4 内閣文庫
旧教務省
蔵本、８
冊　　

全 永享10～11年（1438～9）
厳暁（栄増） ○

5 日本大学
黒川直道
旧氏蔵本、
８冊

全 永享10～11年（1438～9）
厳暁（栄増）

（巻一見返）（東京）大学史
料編纂掛借用の東寺所蔵の
草本は巻子本にて八巻内三
巻は欠本なり、其の他とい
へともとりあつめて全巻と
なるものなりといふ、帝室
博物館所蔵本は旧正親町家
本也、此の書善本にして校
合すべき本なり、

○

6 宮内庁書
陵部

壬生本、
巻七欠、
７冊

部分 永享11年（1439）写 ○

7 内閣文庫

旧内務省
蔵本、巻
八欠、７
冊

部分 永享10～11年（1438～9）
厳暁（栄増） ○

(b)

9 静嘉堂文
庫

欠本、４
軸１冊 部分

永享11年（1439）厳暁
（栄増）→嘉吉元年
（1441）覚寿

（巻一）永享十一年六月廿九日鳫書之畢、執行本借渡鳫之也、
（巻三）嘉吉元年五月五日令校合了、抑去年可有御修理當
寺候由、及御沙汰之処、大工相論之子細有之、理非之趣御
尋寺家之間、自往古可為両大工之旨、塔升形鋳付云々、定
此記可被勘注歟之間、借用観音之了、以其次可被書写候由、
令所望勧進助筆、仍此巻仁和寺浄光院客僧令誂書了、覚寿
（巻五）嘉吉元年六月十四日令交了、此巻醍醐地蔵院殿播

磨上座令誂書写了、覚寿
（巻六）嘉吉元年六月八日首尾三ヶ日令交合了、以観智院

之本誂妙芙上人企書写訖、覚寿

一冊＝巻一、四軸＝巻二・
三・五．六。冊子1オ右下
に「尭秀之」。巻子題箋下
に「宝輪院」と直墨書。

○

10 醍醐寺 ３冊 全 観応3年（1352）→嘉吉
元年（1441）覚寿

（巻八）嘉吉元年〈辛酉〉壬九月五日令一交訖、去六月廿
四日於赤松之亭被討左大臣義教了、而間赤松一家落播磨国
訖、被討向了、去九月拾日赤松性具入道被討播州、破辛酉
悪事言語道断次第也、六角依山門之訴訟没落訖、三川国・
若狭国土一揆追出守護代訖、山城国土一揆遣徳政、破借銭

并土蔵了、法印覚寿

醍醐寺聖教125函1号1～3　
上巻＝巻一・二、中巻＝巻
三・四・五、下巻＝巻六・
七・八（総本山醍醐寺編
『醍醐寺文書聖教目録』6
〈勉誠出版、2003年〉）

×

11 西尾市岩
瀬文庫

柳原家旧
蔵本、４
冊、写

全
観応3年（1352）→嘉吉
元年（1441）→正保3年
（1645）亮春

（第八）正保三年新正十四日校合了、　亮春／右、全部令周
覧之序、加来砂訖、　兼澄

一冊＝巻一・二、二冊＝巻
三（後欠）・四、三冊＝巻
五・六、四冊＝巻七・八　

○



六
六

(b)

12

高野山三
宝院（高
野山大学
図書館寄
託）

８冊 全

観応元年（1352）杲宝→
嘉吉元年（1441）覚寿→
享保9年（1724）維密→
文□11年大俊写

（巻一）東宝記第一
（巻二）東宝記第二

（巻三）東宝記第三／享保九年甲辰冬十月十九夜三更□以
洛東粟田口歓喜院蔵本写書加訓点□本粗略而文句難通書写
刻雖訂正尚未全耳金剛峯寺沙門維密於所居釈迦文院馳筆記、
（巻四）東宝記第四／享保九年甲辰冬十月廿二日曾以洛歓
喜蔵本於南山釈迦文院書之元本粗落稍繁雖加参訂未全□後

毘補□之耳、金剛峯寺沙門維密
（巻五）享保九年甲辰冬十月廿五日以洛東歓喜院蔵本写之

訖、釈迦文院維密
（巻六）東宝記第六／享保九年甲辰十月廿八日以洛東歓喜

院蔵本金剛峯寺沙門維密馳毫於釈迦文院室訖、
（巻七）享保九年甲辰冬十月晦日書写功訖、金剛峯寺釈迦

文院維密馳筆
（巻八）右東宝記一部八巻以洛東粟田口天王社歓喜院蔵本
写之、兼注訓点元本廉□落而不通文白□且写校也、享保九

年冬十一月三日沙門維識
（巻八26オ貼紙）右、東宝記全部八巻乞借金蓮院蔵本令弟

子大俊謄写之、于時文□十一戊子正月廿一日

○

13 静嘉堂文
庫 ３冊 全

観応3年（1352）→嘉吉
元年（1441）覚寿→延享
2年（1745）賢賀修補

（巻八）右、全部八巻者、吾宗要用之記也、遂修補収大経
蔵箱了、／延享乙丑歳初夏朔旦僧正賢賀〈俗歯六十二裁

（ママ）〉

上巻＝巻一・二、中巻＝巻
三・四・五、下巻＝六・七・

八
○

14 （藤田経世蔵本）
全３冊、
写 不明 観応3年（1352）→嘉吉

元年（1441）覚寿

（巻八）には国宝本奥書お
よび「嘉吉元年〈辛酉〉九
月五日令一交記・・・覚寿
法印」とある。巻1・2・3
のみの部分掲載。底本は私
蔵の江戸の写本全三冊。
（藤田経世編「東寶記抄」
〈『校刊美術史料』寺院篇中
巻、中央公論美術出版、

1975年〉）

―

15
筑波大学
附属図書
館

８冊 全

観応3年（1352）杲宝→
嘉吉元年（1441）覚寿→
延享2年（1745）賢賀修
補→明治34年（1901）田

島志一写

（巻一）東宝記八冊之内勧修寺御経蔵〈勝政書之／後改就
精〉／此一巻明治卅四年八月廿七日於長崎平戸町旅舎池田

屋／田島志一写畢、
（巻二）東宝記八巻之内、
（巻三）東宝記八冊之内、
（巻四）東宝記八巻之内、
（巻五）東宝記八冊之内、

（巻六）右一冊者、花山院前左□公御筆也、
（巻七）東宝記八冊之内、

（巻八）東宝記以全八冊以花山院前左太臣定好公御本書写
之、于時長吏寛俊御命也、／東宝記八冊之内、／右、全部
八巻杲宝之著述吾門徒之至要之記也、遂修補収大経蔵了、
／延享第二歳次乙丑（1745）四月朔旦　浄土院僧正賢賀

〈生齢／六十二栽（ママ）〉

○

16
彦根城博
物館琴堂
文庫

２冊、写 部分 嘉吉元年（1441）覚寿写
12-6-537。一冊＝巻三（後
欠）、二冊＝巻五、表紙に
「金剛珠院」とあり。

×

(c)

17 醍醐寺 ８冊 部分

永享11年（1439）厳暁
（栄増）→長禄4年（1460）
隆済（右筆松尾前社務久

貫）

（巻一）『長禄四年〈庚辰〉二月廿七日、一校畢、隆済之、』
（巻三）『長禄四年〈庚辰〉三月六日一校了、隆済也、』
（巻五）『東宝記第五　此巻長禄四九月一日〈時正初日〉点
校一反了、重尚可令校合者也、首尾九ヶ巻之内而已、権僧
正〈于時二長者〉隆済之、』／但僧宝巻〈為二ヶ巻〉仍首

尾伝写之本八ヶ巻候也、
（巻六）此巻一校已下、于時長禄四年九月二日、右筆松尾

前社務久貫〈于時三位〉／権僧正隆済也、
（巻七）永享十一年八月五日書写了、厳暁之、／以右本課
他筆書写一校了、〈非観智院本他借云々、但自宗杲僧都観

智院方伝借之、〉／長禄四年九月十一日権僧正
（巻八）永享十一年六月十一日書写了、権律師厳暁〈歳卅
二〉／長禄四年九月十二日一校了、　権僧正隆済之、

醍醐寺聖教125函2号1～6
（『醍醐寺文書聖教目録』6） ×

18 静嘉堂文
庫 ８冊 全

永享11年（1439）厳暁
（栄増）→長禄4年（1460）
隆済（右筆松尾前社務久

貫）

（巻二）一校了、 ○
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(c)

19 宮内庁書
陵部

桂宮本２
冊 全

永享11年（1439）厳暁
（栄増）→長禄4年（1460）
隆済（右筆松尾前社務久
貫）→寛文12年（1672）

亜相右幕下

（巻五）右、右（ママ）東宝記八冊以正親町前亜相之本令
書写校合了、寛文壬子南訛中旬／亜相右幕下（花押）

（巻六）右、東宝記八冊以正親町前亜相之本令書写校合畢、
／寛文壬子南訛中旬亜相幕下判

（巻七）非観智院本他借云々、但自宗杲僧都観智院方伝借之、
以右本課他筆書写一校了、／長禄四年九月十一日権僧正阿

闍梨之本
（巻八）右、東宝記八冊以正親町前亜相之本令書写校合了、

／寛文壬子南訛中旬亜相右幕下（花押）

○

20 東京国立
博物館

正親町家
旧蔵本、
８冊

全

永享11年（1439）厳暁
（栄増）→長禄4年（1460）
隆済（右筆松尾前社務久
貫）→寛文12年（1672）
亜相右幕下→明和2年
（1765）頼言写

（巻八）永享十一年六月十一日書写了、権律師厳曉〈歳卅
二〉／右、東寶記以正親町前亜相之本令書写校合了、／寛
文〈壬子〉南訛中旬／亜相右幕下（花押）／（異筆）明和

二年春以野本書写訖、／頼言

○

(d) 21 東寺 ― ―
永享10～11年（1438～9）
厳暁（栄増）→寛文元年

（1661）真源

（巻七）此東宝記全八帖、先年申雖令書写、文字等誤巨多、
以暇隙、可令清書者也、／寛文元年三月　日法印真源

『東寺と「東宝記」』（注11
参照）。未見。 ○

(e)

22 龍谷大学 ８冊 全

永享10～11年（1438～9）
厳暁（栄増）→寛文2～3
年（1662～3）寛済→享
保４年（1719）曇寂校合

（巻一）寛文二〈壬寅〉八七以書写之本一交了、／享保四
年歳次已夏七月九日以仁和寺真乗院蔵本書写了、沙門曇寂

／『以同本一校了、』
（巻二）寛文二年九月七日以書写之本一反交合了、／享保
四年歳次己夏七月十三日以真乗院蔵本書写之了、『一校

了、』住五智山沙門曇寂
（巻三）寛文二年九月廿四日以書写之本一交了、／享保四
年己夏歳次七月廿五日写之了、沙門曇寂『一校了、』　（巻
五）寛文二年十月十一日一遍交合了、／享保四年己亥之歳

八月九日写之了、『一校了、』沙門恵旭曇
（巻六）本云、永享十一年二月廿九日書写畢、／寛文二年
十一月廿三日□□客令校合之令法文久住志空／享保四年歳
次己亥秋九月　日以他筆写之了、／同九月初三日自一校了、

沙門曇寂
（巻七）寛文三年二月九日一交了、天晴日曜鬼宿今日醍醐
座主三宝院門跡御入且大阿報恩院法印前大僧正寛済〈于時
一長者〉／享保四年己亥秋九月以他手写之了、同月初六日

自一交了、沙門曇寂
（巻八）寛文三年二月十一日校合之、右一部八巻以書写之、
本部予遂勘交了、以別本重可遂亦交者也、今暁地動去夏已
来于今不止也、／右、仁和寺真乗院蔵本写之、四冊自書四
冊他筆写之、共一交了、／享保四年歳次己亥秋九月初五日

沙門曇寂

表紙・帙の署名　良雄／帙
内側に享保３年（1718）の

墨書あり。
○

23
前田育徳
会尊経閣
文庫

８冊 全

永享10～11年（1438～9）
厳暁（栄増）→寛文2～3
年（1662～3）寛済→享
保4年（1719）曇寂校合

○

24 大谷大学 ８冊 全

寛文2年（1662）寛済→
享保4年（1719）曇寂→
延享4年（1747）密弁校

合

（巻一） 延享三年星丙寅孟冬之□以五智山之蔵本写功之
□時一校了、／□末葉高山僧侶沙門密弁

（巻二） 延享三年星次丙寅仲冬之候曇寂□之本写功之一
校了、／高山末葉僧侶沙門密弁

（巻三）延享三年星次丙寅季冬之候以五智山之蔵本写功了、
『一校了、』／沙門密弁

（巻四）延享四年丁卯正月廿二日書写了、『一校了、』沙門
密弁

（巻五） 延享四辨年星□丁卯如月中旬字功畢『一校了、』
／沙門密弁

（巻六）延享四年丁卯三月十一日以五智山本写功了、沙門
密弁　／同十二日一校了、

（巻七） 延享第四星次丁卯五月上旬写得之、即時一校了、
沙門密弁

（巻八）右一部八巻以五智山本写得之、真茶草足他午之異歟、
必本写功乎、 延享四年歳次丁卯季暑之候、一校了、沙門

□密辨

○

25 宮内庁書
陵部

和学講談
所本、８
冊

全

寛文2～3年（1662～3）
寛済→享保４年（1719）
曇寂写→延享4年（1747）

密弁校合

○



六
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(f)

26
前田育徳
会尊経閣
文庫

８冊 全

永享10～11年（1438～9）
厳暁（栄増）→寛文11～
12年（1671～2）栄佺→
寛文13年（1673）朱筆で

校合

（巻一）一交正訖、
（巻二）寛文十一年亥九月十五日遂謄写功了、栄佺　『寛文

十三四廿八朱了、〈一校了、〉』
（巻四）寛文十二〈壬子〉三月廿二日謄写訖佛子栄佺／一

交正了、
（巻六）一交正了、

（巻七）寛文十二年壬子歳次五月十九日遂謄写功訖、閣筆
□背軒下、佛子栄佺／一交正訖、

（巻八）寛文十二〈壬子〉年五月念二日於吉祥園院背軒下
遂写功訖、全部八巻不借他筆書写了、

○

27 一善通寺 ８冊、写 全

永享10年（1438）厳暁
（栄増）→寛文11年
（1671）栄佺→宝暦9年
（1759）前後に誕生院光
國書写、備州西阿知遍照
院法印法恵が校閲

（巻一）宝暦八戊寅冬請借東寺蔵本使書写之、校閲畢、　誕
生院大僧都光國於皇都客舎識、

（巻二）宝暦九年二月寓于　皇都使書写之　大僧都光國　
同年三月任権僧正『宝暦九卯年三月十四日蒙権僧正也、一
校了、讃州善通寺学秘密教　金剛仏子　基弁　生年四十二』
（巻三）宝暦九年己卯三月以東寺金勝院本令写之、　誕生院
権僧正光國　于時備州西阿知遍照院法印法恵寓于　皇都憑

而使校讐之、
（巻四）宝暦九年〈己卯〉三月以東寺金勝院本令写之、　誕

生院権僧正光國　法印法恵校合、
（巻五）宝暦九年三月以東寺金勝院本令写之、　権僧正光國

識　法印法恵校合、
（巻六）宝暦九年二月於　皇都使書写之憑法印法恵校讐云

畢、　大僧都光國
（巻七）宝暦九年己卯春於　皇都請借東寺蔵書使謄写之校

閲畢、　権僧正光國
（巻八）宝暦九己卯念二月寓　皇都之日令書写之校閲畢、　

善通寺誕生院権僧正光國

×

(g) 28 金刀比羅
宮図書館 ８冊 全

永享10～11年厳暁（栄
増）→貞享3年（1686）
尭弁→元禄12年（1699）

慶雲写

（巻一）貞享三〈丙寅〉年十二月十五日書写了、権大僧都
尭弁／于時元禄十二〈已卯〉年八月東寺宝持房御本令恩借

書写畢、十月中旬『十月廿一日校合了、』慶雲
○

(h) 29

石川武美
記念図書
館成簣堂
文庫

青蓮院旧
蔵本２冊 部分 元禄17年（1704）→正徳

4年（1714）三好梅雅

（上巻）『元禄十七〈甲申〉正月廿日到成鎮寺話談之次、亮
深子撮出此巻云、従東寺小行事被頼此巻校合然謬訛最多甚
以難読也、余是正出東寺記依之即謂余日校正加点余不得辞
応諾向持帰今此所写不見東宝記是故謄写之耳、』／正徳四

〈甲午年〉著者三好梅雅居士
（中巻）正徳四〈甲午年〉念誦崛梅之坊

上巻＝巻一、中巻＝巻二・
三・四・五 ○

（
参
考
）

続々群書
類従（第
12）本

正親町家
本・黒川
氏蔵本増
補、巻八

全 （巻二）東寺執行改名栄増／厳暁 ○
刊本

30 旧彰考館
（焼失） ７冊 ― 昭和20年（1945）年水戸空

襲により焼失 ○

31 旧彰考館
（焼失） ３冊 ― 昭和20年（1945）年水戸空

襲により焼失 ○

(i)

32

高野山増
福院文庫
（高野山大
学図書館）

「東宝記
抜書」、
１冊

抜書

応永9年（1402）宏寿→
文明18年（1486）教済→
天正17年（1579）空盛→
享保16年（1731）英仙

本云、応永九年五月下旬北山殿依有當寺御巡礼之御有増三
宝院為内々御存知大概可注進之旨、被仰寺家、仍以東宝記
取詮注進之而已、宝厳院宏寿製作／文明十八年〈丙午〉九
月十三日依土一揆之悪逆伽藍炎上之時剋到来言語道断之次
第歎而猶有餘、仍延暦年中伽藍草創年紀暗大概覚悟之分不
分明之間、令借用宝泉院本以左眼書写訖、／十一月第四々
暦／法印権大僧都教済／春秋六十二／天正十七暦中春廿七
日／宝厳院　空盛／享保第十六〈辛亥〉暦夷則廿一日　金

資英仙〈六十有六才〉

（拙稿2011）（注18参照）。
粋 ×

33 阪本龍門
文庫

巻八、１
軸 抜書 観応3年（1352）杲宝→

文安4年（1447）重耀

本云、右、依仁和寺宮仰一部六巻草之（後分為八巻）、再
治以後可備上覧者也、観応三年〈壬辰〉五月廿三日少僧都
杲宝〈記之〉、時也文安第四暦林鐘上旬之候、令借用観智
院書写畢、先年宗海僧正之時一部分令借用雖及一覧、巨細
之条軌（ママ）不分明之間、此中借用肝要分令抜書所用一
巻也、梓心備此分相有増之處有意見天、一向雖為煩有 (於 )
書写者、可然之由申仁有之間、此分令同心抄之了、是併私
非専、且者為未来、且者現在、為備亀鑑忘心身馳筆畢、／
文安第四暦林鐘六日法印権大僧都重耀〈生七十四〉

抄出部分は巻八すべて。昭
和5年11月丙辰三月吉辰付
川瀬一馬の修補奥書がある。

○

34
京都府立
総合資料
館

「東宝記
抜書」、
１冊

抜書 宝永7年（1710） 宝永七〈庚寅〉年仲春書写功訖、
表紙右下に「金剛珠院」と
あり。仏宝・法宝・僧宝か

らの抄出。
○



中
世
東
寺
に
お
け
る
寺
誌
の
利
用
と
継
承

六
九

(i)

35 長谷寺 （無題）、
１軸 抜書 宝暦2年（1752）龍慧 宝暦二年梅心院住第三十世浄観房龍慧

三十帖策子・論義・伝法会
等について抄出。「仏舎利
之事」は『東宝記』巻二よ

りと明記。

×

36
京都大学
附属図書
館

菊亭文庫
本、巻六、
１冊

部分 永享11年（1439）写 巻一・二の抄出。奥書なし。
紙背文書有。 ○

37

京都大学
附属図書
館（平松
文庫）

「東宝記
抄出」、
１冊

抜書 江戸後期カ 無 巻一・二からの抄出。紙背
文書有。 ×

この表では、現在まで調査・確認し、本論と関わる『東宝記』伝本を一覧し掲げた。「本奥書・書写奥書
の年代」でまとめた書写状況を、「区分」（a）～（i）で大別している。なお（i）は抄出本である。「奥書」
では、それぞれの「区分」内で初出時のみ記している。『朱筆は『　』で示した。底本の特定できない刊
本についても掲載している。
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表２　引付における『東宝記』引用・参照記事
引付番号 年月日 引付 内容 引用文献表記 内容分類 函番号『東宝記』該当箇所

1 応永15年（1408）
２月18日 廿一口

奈良仏師より当寺塔婆安置八
大菩薩名字事についての質問

をうけて
旧記 b く４ 巻二「尊像安置事」

2 応永28年（1421）
５月27日 廿一口 一切経文車の由緒ついて b ち４ 巻六「唐本一切経」

3 応永34年（1427）
１月20日 廿一口 永宣旨について、「凡僧一﨟」

を補任するのは先規 先規 c 天地24
巻七「廿一口定額僧
補任永宣旨阿闍梨
事」・巻八「永宣旨

権律師」

4 永享８年（1436）
６月15日 廿一口 塔婆が落雷を受けたこと、お

よびその先例 先規 d く15
巻二「造営次第」

（「塔婆柱絵」の後）・
「塔婆修理次第」

永享８年（1436）
10月９日 廿一口 塔婆柱替事始について、先例

により寺家沙汰となる 先例 く15 （同年６月15日条に関連）
文安３年（1446）

１月５日 廿一口 貼紙「少僧都　永宣旨」 く18 （文安３年６月23日条に関連）

5 文安３年（1446）
６月23日 廿一口

重増律師が永宣旨により転任
すると超越がおこるため問題

に
c く18

巻七「廿一口定額僧
補任永宣旨阿闍梨
事」・巻八「永宣旨

権律師」

6 文安５年（1448）
１月23日 廿一口

覚永阿闍梨が永宣旨により転
任すると超越がおこるため問

題に
先規 c 天地28

巻七「廿一口定額僧
補任永宣旨阿闍梨
事」・巻八「永宣旨

権律師」

7 享徳元年（1452）
１月28日 廿一口 講堂修正での所作について 旧記〔規〕式

近代記〔規〕式 a く20 巻六「修正」、同「毎年勤行」

8 康正元年（1455）
８月29日 廿一口 大工職相論に際して「塔婆升

形」を参照 d ち16 巻二「造営次第」につづけて（裏書分）

康正元年（1455）
10月29日 廿一口

応永33年の唐橋大工補任と
「塔婆枡形」が関係している

ことを示唆
ち16 （康正元年８月29日条に関連）

9 文明４年（1472）
２月１日 廿一口

供養法を各堂宇（「塔潅金食
不動鎮」）で行うことについ

て
旧記 a く26 巻六「諸堂法会

条々」のうち「塔婆」

10 文明９年（1477）
７月30日 廿一口

宝蔵に盗人が入ったことに関
連して、「法会之具」の一覧
と盗人の歴史叙述を展開

b 天地40 巻二「相承道具事」

11 文明16年（1484）
12月５日 廿一口 永宣旨について、「凡僧一﨟」

を補任するのは先規 c ち24
巻七「廿一口定額僧
補任永宣旨阿闍梨
事」・巻八「永宣旨

権律師」

12 延徳２年（1490）
５月15日 廿一口 大工職相論解決に向けて、

『東宝記』を参照 東宝記 d く27 巻二　大工職補任に関係する箇所

「内容分類」は a：法会、b：仏像・宝物、c：寺院組織、d：伽藍修造に分けて表示した。


